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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置の装置本体に着脱されるカートリッジにおいて、
　感光ドラムに当接して現像を行う現像ローラを有する現像ユニットと、
　前記現像ローラの回転軸に平行な方向における前記カートリッジの両端において、前記
現像ユニットを支持軸により回転可能に支持する２つの支持機構と、
　前記現像ユニットに対し、前記２つの支持機構のうちいずれか一方の支持機構と同じ側
に設けられ、前記現像ローラを前記感光ドラムに当接させるための付勢力を前記現像ユニ
ットに加える付勢手段と、
　を有し、前記現像ユニットに対し前記付勢力に抗する力が与えられると、前記支持軸を
中心に前記現像ユニットが回転することで、前記現像ローラが前記感光ドラムから離間す
るカートリッジにおいて、
　前記一方の支持機構は、前記支持軸に直交する面内で前記支持軸をスライド可能に保持
する軸受を有しており、
　前記現像ローラの回転軸に直交する面に、カートリッジの各構成部材を投影したときの
投影面で、
　前記現像ユニットにおいて前記付勢手段の付勢力が作用する作用点が、前記現像ローラ
の回転中心と前記感光ドラムの回転中心とを結ぶ第１直線と、前記支持軸を通り前記支持
軸のスライド方向に平行な第２直線との間の領域にあり、
　前記現像ユニットの自重による前記支持軸回りのモーメントが、前記現像ローラが前記
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感光ドラムから離間する方向に作用する構成であり、前記付勢手段の付勢力が鉛直上向き
の分力を有することを特徴とするカートリッジ。
【請求項２】
　前記投影面で、前記第１直線と前記第２直線とが、略平行であることを特徴とする請求
項１に記載のカートリッジ。
【請求項３】
　前記投影面で、前記第１直線と、前記作用点に作用する付勢力の方向に平行な直線とが
、略平行であることを特徴とする請求項１または２に記載のカートリッジ。
【請求項４】
　前記投影面で、前記支持軸と前記作用点を結ぶ直線と、前記作用点に作用する付勢力の
方向に平行な直線とのなす角が、９０度より小さいことを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか１項に記載のカートリッジ。
【請求項５】
　前記現像ユニットに対し前記付勢力に抗する力を受ける受け部が設けられ、
　前記投影面で、前記支持軸から前記受け部までの距離が、前記支持軸から前記作用点ま
での距離よりも長いことを特徴とする請求項１に記載のカートリッジ。
【請求項６】
　前記投影面で、前記支持軸から前記受け部までの距離が、前記支持軸から前記現像ロー
ラの回転中心までの距離よりも長いことを特徴とする請求項５に記載のカートリッジ。
【請求項７】
　前記投影面で、前記スライド方向に作用する前記現像ユニットの自重の分力により、前
記現像ローラが前記感光ドラムに押し当てられるように、前記スライド方向が前記第１直
線に対して傾いていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のカートリ
ッジ。
【請求項８】
　前記軸受は、長穴であり、
　前記支持軸は、前記長穴の長手方向にスライド可能であることを特徴とする請求項１乃
至７のいずれか１項に記載のカートリッジ。
【請求項９】
　前記付勢手段は、引っ張りバネであることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項
に記載のカートリッジ。
【請求項１０】
　前記２つの支持機構のうち他方の支持機構と同じ側には、前記現像ローラに駆動力を伝
達する駆動伝達部が設けられていることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記
載のカートリッジ。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のカートリッジを有することを特徴とする画像
形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カートリッジ及び画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子写真画像形成プロセスを用いた画像形成装置においては、像担持体としての
感光ドラム及び現像剤担持体としての現像ローラを画像形成装置本体に着脱可能としたプ
ロセスカートリッジ方式が採用されている。このプロセスカートリッジ方式によれば、装
置のメンテナンスをサービスマンによらずにユーザ自身で行うことができる。そのため、
このプロセスカートリッジ方式は画像形成装置に広く用いられている。
　ここで、画像が形成される場合、現像ローラは所定圧で感光ドラム方向に付勢された状
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態になる。そして、現像ローラが感光ドラムに接触して現像する接触現像方式においては
、現像ローラの弾性層が感光ドラム表面に所定圧で接触した状態となっている。そのため
、プロセスカートリッジが画像形成装置本体に装着された状態で長時間使用されない場合
、現像ローラの弾性層が変形してしまうことが懸念される。これによって、現像時に画像
の濃度ムラが発生する場合がある。
　また、現像ローラが感光ドラムに接していることで、現像ローラから感光ドラムへ不要
な現像剤が付着する場合がある。また、感光ドラムと現像ローラとが、現像時以外にも接
触して回転する場合、感光ドラムと現像ローラとの摺擦による、感光ドラム、現像ローラ
及び現像剤の劣化が促進されることが懸念される。
【０００３】
　そのため、画像形成が行われない場合には、プロセスカートリッジに作用して、感光ド
ラムと現像ローラとを離間させる機構を設けた画像形成装置が提案されている（特許文献
１）。この画像形成装置には、感光ドラムの長手方向において、一端側に離間機構（装置
本体から現像装置を離間させるための力を付ける部分）が設けられ、他端側に当接機構（
現像装置を当接させる為の機構）が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２１３０２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の当接機構（例えば加圧バネ）の配置では、現像ローラを感光ドラ
ムから離間させるための力が大きくなる場合があった。
　特許文献１では、図１２に示すように、加圧バネ２０３の力が現像ユニットを揺動中心
２０５に対してｈ方向に力を加える。この力によって現像ユニットが揺動し、現像ローラ
２０２は感光ドラム２０１に当接する。これに対し、装置本体の機構から力を受け部材２
０４で受けた場合には、加圧バネ２０３の力に逆らって揺動中心２０５を中心にｈ方向と
は逆方向の力を加えなければならない。そのための力が大きければ、駆動源であるモータ
の出力が大きなものを選ぶ必要が生じ、コスト増加や装置本体の大型化を招く可能性があ
った。
【０００６】
　本発明は上記したような事情に鑑みてなされたものであり、感光ドラムと現像ローラと
の当接離間機構を有するカートリッジにおいて、感光ドラムと現像ローラとを離間させる
ときに必要な力を低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために本発明にあっては、
　画像形成装置の装置本体に着脱されるカートリッジにおいて、
　感光ドラムに当接して現像を行う現像ローラを有する現像ユニットと、
　前記現像ローラの回転軸に平行な方向における前記カートリッジの両端において、前記
現像ユニットを支持軸により回転可能に支持する２つの支持機構と、
　前記現像ユニットに対し、前記２つの支持機構のうちいずれか一方の支持機構と同じ側
に設けられ、前記現像ローラを前記感光ドラムに当接させるための付勢力を前記現像ユニ
ットに加える付勢手段と、
　を有し、前記現像ユニットに対し前記付勢力に抗する力が与えられると、前記支持軸を
中心に前記現像ユニットが回転することで、前記現像ローラが前記感光ドラムから離間す
るカートリッジにおいて、
　前記一方の支持機構は、前記支持軸に直交する面内で前記支持軸をスライド可能に保持
する軸受を有しており、
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　前記現像ローラの回転軸に直交する面に、カートリッジの各構成部材を投影したときの
投影面で、
前記現像ユニットにおいて前記付勢手段の付勢力が作用する作用点が、前記現像ローラの
回転中心と前記感光ドラムの回転中心とを結ぶ第１直線と、前記支持軸を通り前記支持軸
のスライド方向に平行な第２直線との間の領域にあり、
　前記現像ユニットの自重による前記支持軸回りのモーメントが、前記現像ローラが前記
感光ドラムから離間する方向に作用する構成であり、前記付勢手段の付勢力が鉛直上向き
の分力を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、感光ドラムと現像ローラとの当接離間機構を有するカートリッジにお
いて、感光ドラムと現像ローラとを離間させるときに必要な力を低減することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例の現像装置が画像形成を行っている姿勢を示す概略側面図
【図２】実施例の画像形成装置の概略断面図
【図３】実施例のプロセスカートリッジの概略断面図
【図４】実施例のプロセスカートリッジの概略斜視図
【図５】実施例の現像装置の分解斜視図
【図６】実施例のクリーニングユニットと現像装置の結合方法を説明する概略斜視図
【図７】実施例のクリーニングユニットと現像装置の結合方法を説明する概略斜視図
【図８】現像装置が感光ドラムから離間する経過を示す概略側面図
【図９】現像装置が感光ドラムから離間した状態を示す概略側面図
【図１０】変形例を示す概略図
【図１１】変形例を示す概略図
【図１２】従来例を示す概略図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を例示的に詳しく説明する。た
だし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状それらの相対配置な
どは、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、こ
の発明の範囲を以下の実施の形態に限定する趣旨のものではない。
　本発明は、電子写真方式を用いた画像形成装置（電子写真画像形成装置）、並びに、こ
れに用いられる現像装置及びプロセスカートリッジに関するものである。ここで、電子写
真画像形成装置とは、電子写真方式を用いて記録材に画像を形成する装置である。電子写
真画像形成装置としては、複写機、プリンタ（レーザビームプリンタ、ＬＥＤプリンタな
ど）、ファクシミリ装置、ワードプロセッサなどが含まれる。プロセスカートリッジ（カ
ートリッジ）とは、像担持体としての電子写真感光体（以下、感光ドラム）と、この感光
ドラムに作用するプロセス手段の少なくとも一つを一体的にカートリッジ化したものであ
る。このカートリッジは、電子写真画像形成装置の装置本体に対して着脱可能に構成され
ている。プロセス手段としては、帯電手段、現像手段、クリーニング手段などが含まれる
。現像装置とは、感光ドラム上の潜像を現像するために用いられる装置である。現像装置
は、プロセスカートリッジの一部を構成したり、単独で電子写真画像形成装置の本体に対
して着脱可能なカートリッジ（現像カートリッジ）を構成したりすることができる。この
場合のカートリッジ（現像カートリッジ）としては、後述する、現像装置４と駆動側カバ
ー部材１２４と非駆動側カバー部材１２５とで構成されるものであるとよい。現像装置は
、感光ドラムに接触又は近接して現像作用を行うものであって、使用開始前の画像形成を
行わない時、また保管時等では、現像作用時に対して感光ドラムから離された状態とされ
るものである。
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【００１１】
　［実施例］
　（１）画像形成装置の全体構成及び動作
　先ず、本実施例の画像形成装置の全体的な構成及び動作について図２を用いて説明する
。図２は、本実施例の画像形成装置１００の概略断面図である。
　本実施例の画像形成装置１００は、電子写真プロセスを用いて紙などの記録媒体（以下
、記録材）Ｐにフルカラー画像の形成が可能なレーザビームプリンタである。
　本実施例の画像形成装置１００は、複数の画像形成部として第１、第２、第３、第４の
画像形成部（ステーション）ＳＹ、ＳＭ、ＳＣ、ＳＫを有する。第１、第２、第３、第４
の画像形成部ＳＹ、ＳＭ、ＳＣ、ＳＫでは、それぞれイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、
シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）の画像が形成される。
【００１２】
　本実施例では、第１、第２、第３、第４の画像形成部ＳＹ、ＳＭ、ＳＣ、ＳＫの構成及
び動作は、使用する現像剤としてのトナーの色が異なることを除いて実質的に同じである
。従って、以下、特に区別を要しない場合は、いずれかの色用に設けられた要素であるこ
とを表す符号の添え字Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋは省略して、総括的に説明する。
　ここで、本実施例では、画像形成装置１００に関して、図２において右側の装置開閉ド
ア１３を設けた側を正面（前面）、正面とは反対側の面を背面（後面）とする。又、画像
形成装置１００を正面から見て右側を駆動側、左側を非駆動側とする。
【００１３】
　本実施例の画像形成装置１００は、プロセスカートリッジ方式を採用しており、プロセ
スカートリッジ１２０を画像形成装置１００の装置本体１１０に取り外し可能に装着する
ことによって、記録材Ｐに画像を形成することができる。
　装置本体１１０内において、第１、第２、第３、第４のプロセスカートリッジ１２０Ｙ
、１２０Ｍ、１２０Ｃ、１２０Ｋは、略水平方向に配置されている。第１、第２、第３、
第４のプロセスカートリッジ１２０Ｙ、１２０Ｍ、１２０Ｃ、１２０Ｋは、それぞれ同様
の電子写真プロセス機構を有しており、収容するトナーの色が各々異なる。
　プロセスカートリッジ１２０には、装置本体１１０の駆動出力部（図示せず）から回転
駆動力が伝達される。又、プロセスカートリッジ１２０には、装置本体１１０のバイアス
電源（図示せず）から、バイアス電圧（帯電バイアス、現像バイアスなど）が供給される
。
【００１４】
　図３は、本実施例のプロセスカートリッジ１２０の概略断面図である。
　本実施例のプロセスカートリッジ１２０は、ドラム型の感光ドラム１と、この感光ドラ
ム１に作用するプロセス手段と、を有する。本実施例では、感光ドラム１は、ＯＰＣ（有
機光導電体）感光体層を有する有機感光ドラムである。そして、本実施例では、プロセス
カートリッジ１２０は、プロセス手段として、帯電手段、現像手段、クリーニング手段を
有する。ここで、帯電手段としては、ローラ型の帯電部材である帯電ローラ２が設けられ
ている。また、クリーニング手段としては、クリーニングブレード６１が設けられている
。また、現像手段としては、現像剤担持体としてローラ型の現像ローラ４１を備えた現像
装置４が設けられている。現像装置４は更に、現像剤供給部材としての供給ローラ４２、
現像剤規制部材としての現像ブレード４３などを有する。プロセスカートリッジ１２０の
より具体的な構成については後述する。
【００１５】
　第１のプロセスカートリッジ１２０Ｙは、現像枠体４４内にイエロー（Ｙ）のトナーを
収容しており、感光ドラム１の表面にイエロー色のトナー像を形成する。第２のプロセス
カートリッジ１２０Ｍは、現像枠体４４内にマゼンタ（Ｍ）のトナーを収容しており、感
光ドラム１の表面にマゼンタ色のトナー像を形成する。第３のプロセスカートリッジ１２
０Ｃは、現像枠体４４内にシアン（Ｃ）のトナーを収容しており、感光ドラム１の表面に
シアン色のトナー像を形成する。第４のプロセスカートリッジ１２０Ｋは、現像枠体４４
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内にブラック（Ｋ）のトナーを収容しており、感光ドラム１の表面にブラック色のトナー
像を形成する。
　装置本体１１０内において、第１、第２、第３、第４のプロセスカートリッジ１２０Ｙ
、１２０Ｍ、１２０Ｃ、１２０Ｋの上方には、露光手段としてのレーザスキャナユニット
３が設けられている。このレーザスキャナユニット３は、画像情報に対応してレーザ光を
出力する。そして、このレーザ光は、プロセスカートリッジ１２０の露光窓部１２３を通
過して感光ドラム１の表面を走査露光する。
【００１６】
　また、装置本体１１０内において、第１、第２、第３、第４のプロセスカートリッジ１
２０Ｙ、１２０Ｍ、１２０Ｃ、１２０Ｋと対向する位置（本実施例では各プロセスカート
リッジ１２０の下方）には、中間転写ユニット７が設けられている。中間転写ユニット７
は、中間転写体としての可撓性を有する無端ベルト状の中間転写ベルト７１を有する。中
間転写ベルト７１は、複数の支持ローラとしての駆動ローラ７２、ターンローラ７３、テ
ンションローラ７４に掛け渡されている。プロセスカートリッジ１２０の感光ドラム１は
、中間転写ベルト７１に当接するように配置されている。これにより、感光ドラム１と中
間転写ベルト７１との間に、１次転写部（接触部）Ｎ１が形成されている。
【００１７】
　中間転写ベルト７１の内周面側には、感光ドラム１に対向して１次転写手段としてのロ
ーラ型の転写部材である１次転写ローラ５が設けられている。１次転写ローラ５は、中間
転写ベルト７１を介して、感光ドラム１に当接するように配置されている。また、２次転
写手段としてのローラ型の転写部材である２次転写ローラ８が、中間転写ベルト７１を介
してターンローラ７３に当接するように配置されている。これにより、中間転写ベルト７
１と２次転写ローラ８との間に、２次転写部（接触部）Ｎ２が形成されている。
　２次転写部Ｎ２よりも記録材Ｐの搬送方向の上流側（本実施例では中間転写ユニット７
の下方）には、給送ユニット９が設けられている。給送ユニット９は、記録材Ｐを積載し
て収容した給送トレイ９１、給送ローラ９２などを有する。２次転写部Ｎ２よりも記録材
Ｐの搬送方向の下流側（本実施例では装置本体１１０内の背面側上方）には、定着手段と
しての定着ユニット１０と、排出ユニット１１とが設けられている。装置本体１１０の上
面には、排出トレイ１２が設けられている。
【００１８】
　（２）画像形成動作
　画像形成動作の一例として、フルカラー画像を形成する動作について図２を用いて説明
する。
　各プロセスカートリッジ１２０の感光ドラム１が、図２中矢印Ｒ１方向に所定の速度（
周速度）で回転駆動される。このとき、中間転写ベルト７１も、１次転写部Ｎ１における
表面の移動方向が感光ドラム１と順方向となるように、図２中矢印Ｒ２方向に感光ドラム
１の速度（周速度）に対応した速度（周速度）で回転駆動される。
【００１９】
　次に、レーザスキャナユニット３が駆動される。レーザスキャナユニット３の駆動に同
期して、各プロセスカートリッジ１２０において、帯電ローラ２により、感光ドラム１の
表面が所定の極性及び電位に一様に帯電される。そして、レーザスキャナユニット３は、
各感光ドラム１の表面を各色の画像信号に応じてレーザ光で走査露光する。これにより、
各感光ドラム１の表面に、対応する色の画像信号に応じた潜像（静電像、静電潜像）が形
成される。
　各感光ドラム１上に形成された潜像は、現像装置４の現像ローラ４１によりトナーが供
給されることで、トナー像として現像される。ここで、現像ローラ４１は、図２中矢印Ｒ
３方向に所定の速度（周速度）で回転駆動される。
【００２０】
　上述のような電子写真画像形成プロセスにより、第１のプロセスカートリッジ１２０Ｙ
の感光ドラム１には、フルカラー画像のイエロー成分に対応するイエロー色のトナー像が
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形成される。そして、そのトナー像が、１次転写ローラ５Ｙの作用により、中間転写ベル
ト７１上に１次転写される。同様に第２のプロセスカートリッジ１２０Ｍの感光ドラム１
には、フルカラー画像のマゼンタ成分に対応するマゼンタ色トナー像が形成される。そし
て、そのトナー像が、中間転写ベルト７１上に既に転写されているイエロー色のトナー像
に重畳されて１次転写される。同様に第３のプロセスカートリッジ１２０Ｃの感光ドラム
１には、フルカラー画像のシアン成分に対応するシアン色トナー像が形成される。そして
、そのトナー像が、中間転写ベルト７１上に既に転写されているイエロー色、マゼンタ色
のトナー像に重畳されて１次転写される。同様に第４のプロセスカートリッジ１２０Ｋの
感光ドラム１には、フルカラー画像のブラック成分に対応するブラック色トナー像が形成
される。そして、そのトナー像が、中間転写ベルト７１上に既に転写されているイエロー
色、マゼンタ色、シアン色のトナー像に重畳されて１次転写される。
　このようにして、中間転写ベルト７１上にイエロー色、マゼンタ色、シアン色、ブラッ
ク色の４色のトナー像によるフルカラー画像の未定着トナー像が形成される。
【００２１】
　一方、給送ユニット９において所定の制御タイミングで記録材Ｐが１枚ずつ分離されて
給送される。その記録材Ｐは、所定の制御タイミングで、２次転写ローラ８と中間転写ベ
ルト７１との接触部である２次転写部Ｎ２に導入される。
　これにより、記録材Ｐが２次転写部Ｎ２を搬送されていく過程で、中間転写ベルト７１
上の、４色分が重畳されたトナー像が、記録材Ｐ上に順次に一括して２次転写される。
　その後、未定着トナー像を担持した記録材Ｐは、定着ユニット１０へと搬送される。そ
して、記録材Ｐは、定着ユニット１０によってトナー像が定着された後に、排出トレイ１
２へ排出される。１次転写工程後に感光ドラム１上に残留したトナー（１次転写残トナー
）は、クリーニングユニット６に設けられたクリーニングブレード６１によって感光ドラ
ム１上から除去されて回収される。
【００２２】
　（３）プロセスカートリッジの構成
　次に、本実施例のプロセスカートリッジの構成について、図３、４を用いて説明する。
　図４は、本実施例のプロセスカートリッジ１２０の概略斜視図である。
　プロセスカートリッジ１２０は、感光ドラム１の回転軸線方向を長手方向とする横長の
形状である。プロセスカートリッジ１２０は、装置本体１１０に装着された状態で、長手
方向の一方側が駆動側に配置され、他方側が非駆動側に配置される。プロセスカートリッ
ジ１２０は、クリーニングユニット６と、現像ユニット（現像装置４）と、駆動側カバー
部材１２４と、非駆動側カバー部材１２５と、を有する。クリーニングユニット６と現像
装置４は互いに結合されている。
【００２３】
　クリーニングユニット６は、感光ドラム１と、帯電ローラ２と、クリーニングブレード
６１を有する。感光ドラム１、帯電ローラ２及びクリーニングブレード６１は、廃トナー
収容部６２ａを形成する枠体としてのクリーニング容器（クリーニング枠体）６２に取り
付けられている。
　帯電ローラ２は、感光ドラム１の表面に接触し、感光ドラム１の回転に従動して回転す
る。そして、帯電ローラ２は、帯電バイアスの供給を受けて、感光ドラム１の表面を帯電
させる。
【００２４】
　クリーニングブレード６１は、クリーニング容器６２に固定されている。クリーニング
ブレード６１は、その先端（短手方向の自由端）の弾性ゴム部が、感光ドラム１の回転方
向に対してカウンター方向で感光ドラム１に当接するように配置されている。クリーニン
グブレード６１は、画像形成時には、回転する感光ドラム１上に残留した転写残トナーを
掻き取って、感光ドラム１の表面をクリーニングする。クリーニングブレード６１は、そ
の先端が、転写残トナーをより確実に掻き取るために感光ドラム１の表面に対して所定の
圧力をもって当接するように配置されている。
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　クリーニングブレード６１によって感光ドラム１の表面から掻き取られた転写残トナー
は、廃トナーとしてクリーニング容器６２の内部に形成された廃トナー収容部６２ａに収
容される。
【００２５】
　（４）現像装置の構成
　次に、本実施例の現像装置の構成について、図３、５を用いて説明する。
　図５は、本実施例の現像装置４の分解斜視図である。
　現像装置４は、現像ローラ４１の回転軸線方向（回転軸方向）を長手方向とする横長の
形状である。現像装置４は、装置本体１１０内に配置された状態で、長手方向の一方側が
駆動側に配置され、他方側が非駆動側に配置される。
【００２６】
　現像ローラ４１及び供給ローラ４２は、トナー収容部４４ａを形成する現像枠体４４に
取り付けられている。現像ローラ４１の回転軸４１ａの両端部は、それぞれ現像枠体４４
の駆動側端部、非駆動側端部に取り付けられた駆動側軸受部材４５、非駆動側軸受部材４
６によって回転自在に支持されている。同様に、供給ローラ４２の回転軸４２ａの両端部
は、それぞれ駆動側軸受部材４５、非駆動側軸受部材４６によって回転自在に支持されて
いる。駆動側軸受部材４５、非駆動側軸受部材４６は、それぞれ現像枠体４４に一体的に
固定されている。
　本実施例では、現像ローラ４１は、ステンレスなどの金属からなる回転軸（芯材、芯金
）４１ａの周りに、適度な導電性を持たせた弾性層４１ｂが形成されて構成されている。
弾性層４１ｂは、ゴム材料で形成されている。ゴム材料としては、シリコンゴム、ウレタ
ンゴム、アクリルゴム、天然ゴム、ＥＰＤＭ（エチレンプロピレンジエンゴム）などを用
いることができる。弾性層４１ｂの電気抵抗値は、カーボンやカーボン樹脂粒子、金属粒
子、イオン導電剤などを分散させることで調整することができる。
【００２７】
　現像装置４の駆動側軸受部材４５よりも長手方向外側において、現像ローラ４１の回転
軸４１ａの駆動側端部には、現像ローラギア４１ｃが取り付けられている。同様に、現像
装置４の駆動側軸受部材４５よりも長手方向外側において、供給ローラ４２の回転軸４２
ａの駆動側端部には、供給ローラギア４２ｂが取り付けられている。そして、これら現像
ローラギア４１ｃ、供給ローラギア４２ｂは、駆動側軸受部材４５により回転自在に支持
された駆動伝達部としての現像駆動入力ギア４７と噛み合っている。
【００２８】
　現像駆動入力ギア４７は、駆動入力カップリング４７ａを備えている。この駆動入力カ
ップリング４７ａが、装置本体１１０側の駆動出力カップリング（図示せず）と係合して
、装置本体１１０の駆動モータ（図示せず）の駆動力が現像駆動入力ギア４７に伝達され
る。これにより、現像ローラギア４１ｃ、供給ローラギア４２ｂを介して、現像ローラ４
１と供給ローラ４２に駆動力が伝達され、現像ローラ４１と供給ローラ４２が所定の速度
で回転駆動される。現像ローラ４１は、図３中矢印Ｒ３方向に回転駆動され、供給ローラ
４２は、図３中矢印Ｒ４方向に回転駆動される。現像ローラ４１と供給ローラ４２とは接
触しており、その接触部における互いの表面の移動方向は逆方向である。
【００２９】
　現像ブレード４３は、厚み０．１ｍｍ程度の弾性を有する金属薄板である。現像ブレー
ド４３は、その先端（短手方向の自由端）が、現像ローラ４１の回転方向に対してカウン
ター方向で現像ローラ４１に当接するように配置されている。
　現像装置４の長手方向の駆動側の端部において、供給ローラ４２の回転軸４２ａの現像
枠体４４の外側に露出した部分に駆動側供給ローラ軸シール（以下、駆動側シール）５０
Ｒが装着されている。また、現像装置４の長手方向の非駆動側の端部において、供給ロー
ラ４２の回転軸４２ａの現像枠体４４の外側に露出した部分に、非駆動側供給ローラ軸シ
ール（以下、非駆動側シール）５０Ｌが装着されている。これにより、現像枠体４４と回
転軸４２ａとの隙間からのトナー漏れが防止されている。
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【００３０】
　画像形成時には、上述のようにして現像ローラ４１と供給ローラ４２とが駆動されるこ
とで、供給ローラ４２と現像ローラ４１とが回転しながら摺擦する。これにより、現像枠
体４４内のトナーが現像ローラ４１上に担持される。
　現像ブレード４３は、現像ローラ４１の周面に形成されるトナー層の厚みを規制すると
共に、その現像ローラ４１に対する当接圧により、現像ローラ４１との間で摩擦帯電によ
る電荷をトナーに付与する。
　そして、現像ローラ４１と感光ドラム１との接触部Ａで、現像ローラ４１上の電荷を帯
びたトナーが、感光ドラム１上の潜像に付着する。これにより、感光ドラム１上の潜像が
トナー像として現像される。
【００３１】
　（５）クリーニングユニットと現像装置の結合方法
　次に、本実施例のクリーニングユニット６と現像装置４の結合方法について、図６、７
を用いて説明する。
　図６、７は、本実施例のクリーニングユニット６と現像装置４との結合方法を説明する
ための概略斜視図である。図６は、プロセスカートリッジ１２０の長手方向の駆動側から
見たときの概略斜視図であり、図７は、プロセスカートリッジ１２０の長手方向の非駆動
側から見たときの概略斜視図である。
【００３２】
　感光ドラム１の長手方向における駆動側の端部には、駆動側端部部材１ａが取り付けら
れている。この駆動側端部部材１ａには、駆動入力カップリング１ａ１と軸部１ａ２とが
設けられている。駆動入力カップリング１ａ１は、装置本体１１０側の駆動出力カップリ
ング（図示せず）と係合して、装置本体１１０の駆動モータ（図示せず）の駆動力を受け
取る。また、感光ドラム１の長手方向における非駆動側の端部には、非駆動側端部部材１
ｂが取り付けられている。この非駆動側端部部材１ｂには、軸部１ｂ１が設けられている
。
　駆動側カバー部材１２４は、駆動側感光ドラム軸受部１２４ｂによって、駆動側端部部
材１ａの軸部１ａ２を回転可能に支持する。非駆動側カバー部材１２５は、非駆動側感光
体ドラム軸受部１２５ｂによって、非駆動側端部部材１ｂの軸部１ｂ１を回転可能に支持
する。そして、駆動側カバー部材１２４と非駆動側カバー部材１２５は、クリーニング容
器６２に固定される。
【００３３】
　現像装置４の長手方向の駆動側の端部には、現像枠体４４に一体的に固定されたギア保
持部材４９が設けられている。このギア保持部材４９は、現像ローラ４１及び供給ローラ
４２を支持する駆動側軸受部材４５と共に、現像枠体４４に一体的に固定されている。ま
た、現像装置４の長手方向の非駆動側の端部には、現像ローラ４１及び供給ローラ４２を
支持する非駆動側軸受部材４６が、現像枠体４４に一体的に固定されている。
【００３４】
　ギア保持部材４９は、上述した、装置本体１１０から現像装置４への駆動力を受け取る
駆動入力カップリング４７ａを備えた現像駆動入力ギア４７を、駆動側軸受部材４５と共
に回転可能に支持している（図６）。ギア保持部材４９の、現像装置４の長手方向におけ
る外側の側面には、円筒状の支持軸（支持機構）４９ａが設けられている。この支持軸４
９ａが、駆動側カバー部材１２４の支持穴１２４ａに嵌合することで、ギア保持部材４９
が駆動側カバー部材１２４によって回転可能に支持される。
　非駆動側軸受部材４６の、現像装置４の長手方向における外側の側面には、軸受として
の長丸穴（長穴、溝形状）４６ａが設けられている。この長丸穴４６ａに、非駆動側カバ
ー部材１２５の円筒形状の支持軸１２５ａが嵌合することで、非駆動側軸受部材４６、す
なわち現像装置４が非駆動側カバー部材１２５によって回転可能かつスライド可能に支持
される。この長丸穴４６ａの長手方向が、現像装置４のスライド可能な方向（スライド方
向）になる。ここで、支持軸１２５ａと長丸穴４６ａは、支持機構に相当する。また、長
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丸穴４６ａは、支持軸１２５ａに直交する面内で支持軸１２５ａをスライド可能に保持す
ると換言できる。
【００３５】
　このように、現像装置４は、駆動側カバー部材１２４と非駆動側カバー部材１２５とに
よって回転（揺動）可能もしくは長丸穴４６ａでスライド可能に支持されている。現像ロ
ーラ４１と感光ドラム１との距離は、現像装置４の回転およびスライドによって変えるこ
とができる。この現像装置４の回転およびスライドの動きを含めて詳細を後述する。
【００３６】
　（６）現像装置の加圧および離間の方法
　次に、本実施例の現像装置４の加圧について図１、８、９を用いて詳細に説明する。
　図１は、本実施例の現像装置４が画像形成を行っている姿勢（第１の位置）を示す概略
側面図である。図８は、非駆動側から見た現像装置４が感光ドラム１から離間する経過を
示す概略側面図である。図９は、非駆動側から見た現像装置４が感光ドラム１から離間し
た状態（第２の位置）を示す概略側面図である。ここで、図１、８、９では、説明の便宜
上、非駆動側カバー部材１２５を不図示とし、部分的に二点鎖線で示した。また、以下の
説明において、方向、角度、長さ等に関して図を用いて説明する場合があるが、このとき
の図は、現像ローラ４１の回転軸に直交する面に、各構成部材を投影したときの投影図（
投影面）に相当する。
【００３７】
　本実施例では、図１に示す状態では、長丸穴４６ａの中心４６ｘは、支持軸１２５ａの
中心と略同一の位置に配置されている。そして、長丸穴４６ａの長手方向（長軸方向）に
延びる直線Ｄ３は、感光ドラム１の回転中心１ｃと、現像ローラ４１の回転中心４１ｄと
を結んだ直線Ｄ１と同一の向きとなるように構成されている。つまり、直線Ｄ３と直線Ｄ
１は略平行（平行）となっている。ここで、直線Ｄ１は第１直線に相当し、直線Ｄ３は、
支持軸１２５ａを通り支持軸１２５ａのスライド方向に平行な第２直線に相当する。
　長丸穴４６ａが設けられている非駆動側軸受部材４６は、現像装置４と一体的に固定さ
れている。
【００３８】
　本実施例では、現像装置４を感光ドラム１に向けて付勢する付勢手段として加圧バネ５
５が設けられている。加圧バネ５５は、現像ローラ４１を感光ドラム１に当接させるため
の付勢力を現像装置４に加えていると換言できる。
　本実施例では、加圧バネ５５として、一端が、非駆動側軸受部材４６に設けられたバネ
掛け部４６ｄに掛けられ、他端が、非駆動側カバー部材１２５に設けられたバネ掛け部１
２５ｃに掛けられた引っ張りバネを適用している。ここで、バネ掛け部４６ｄは、現像装
置４において加圧バネ５５の付勢力が作用する作用点に相当する。
【００３９】
　そして、加圧バネ５５が掛けられた２点を結ぶ直線（バネ掛け部４６ｄの中心とバネ掛
け部１２５ｃの中心を結んだ直線）Ｄ２は、上述の感光ドラム１の回転中心１ｃと現像ロ
ーラ４１の回転中心４１ｄとを結んだ直線Ｄ１と略平行である。ここで、直線Ｄ２は、バ
ネ掛け部４６ｄに作用する加圧バネ５５の加圧力の方向に平行な直線に相当する。
　そして、本実施例においては、加圧バネ５５が、感光ドラム１の回転中心１ｃと現像ロ
ーラ４１の回転中心４１ｄとを結んだ直線Ｄ１と、長丸穴４６ａの長手方向に延びる直線
Ｄ３と、の間の領域に配置されている。加圧バネ５５の加圧力（付勢力、バネ力）である
力Ｆ３は、現像装置４を感光ドラム１の方向へ引きつけるように作用している。本実施例
では、加圧バネ５５が、直線Ｄ１と直線Ｄ３との間の領域に配置されている形態について
説明するが、これに限るものではなく、この領域に、加圧バネ５５の付勢力が作用するバ
ネ掛け部４６ｄが配置されるものであればよい。
　このとき、現像装置４の長丸穴４６ａは、非駆動側カバー部材１２５の支持軸１２５ａ
に嵌合しているが、支持軸１２５ａに規制されることなく、現像装置４が非駆動側カバー
部材１２５に対して移動（スライド）可能な状態となっている。
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　これにより、感光ドラム１と現像ローラ４１とが当接する力（当接力）の大きさＦ１を
、加圧バネ５５が発生する力Ｆ３と略同一にすることができる。
【００４０】
　次に、図８を用いて現像装置４を感光ドラム１から離間させる動作の過程を説明する。
　現像装置４には、感光ドラム１から離間させるための力が、画像形成装置１００に設け
られた離間作動部材１５の離間作動部１５ａから与えられる。この力を、現像装置４は、
駆動側軸受部材４５の離間力受け部（受け部）４５ａで受ける。ここで、現像装置４を感
光ドラム１から離間させる力は、現像装置４に対し加圧バネ５５の加圧力に抗する力であ
る。
　本実施例では、４つのプロセスカートリッジ１２０を一つの部品で離間させるため、離
間作動部材１５は、４つ設けられた離間作動部１５ａが連結部１５ｂにより連結された一
体的な構造になっている。
【００４１】
　離間作動部材１５が、離間力受け部４５ａと非接触の状態（図１）から矢印Ｄ４の方向
（図８）へ移動すると、離間作動部１５ａが駆動側軸受部材４５の離間力受け部４５ａに
接触して、作動力Ｆ５によって現像装置４を矢印Ｄ４の方向へ移動させる。
　これと同時に、現像装置４は加圧バネ５５から力Ｆ３が加えられているため、現像ロー
ラ４１と感光ドラム１の接触部Ｂを支点としてＤ５方向へ回転する。ただし、現像装置４
は、長丸穴４６ａが支持軸１２５ａにより規制されているため、結果的に長丸穴４６ａに
沿ってスライドし、長丸穴４６ａの左側端４６ｅに支持軸１２５ａが突き当たるまで移動
する。
【００４２】
　次に、離間作動部材１５が、矢印Ｄ４の方向へ更に移動することで、離間作動部１５ａ
が離間力受け部４５ａを作動力Ｆ５によって更に移動させる。このとき、長丸穴４６ａは
これ以上Ｄ５方向へは移動できない。この為、図９に示すように支持軸１２５ａを回転軸
として現像装置４全体がＤ６方向へ回転する。これにより、現像ローラ４１は、感光ドラ
ム１から予め設定されたギャップＥだけ離間する。
【００４３】
　ここで、現像装置４を離間させるために必要な力の大きさについて説明する。
　図９の状態において、支持軸１２５ａからバネ掛け部４６ｄまでの距離をｒ１とする。
また図９の状態において、支持軸１２５ａを中心としてバネ掛け部４６ｄを通る半径ｒ１
の仮想円の接線ｔ１と直線Ｄ２との成す角度をθ１とする。
　加圧バネ５５が現像装置４をＤ７方向（半径ｒ１の仮想円の接線方向）に回転させるモ
ーメントＭ３は下記の式で表わされる。
Ｍ３＝Ｆ３ｃｏｓθ１×ｒ１
【００４４】
　一方、離間作動部材１５が現像装置４を回転させるモーメントＭ４は、モーメントＭ３
と同じ大きさであり、下記の式で表わされる。ここで、ｒ２は支持軸１２５ａと離間力受
け部４５ａとの距離である。
Ｍ４＝Ｆ５×ｒ２
　図９の状態で釣り合っているため、モーメントＭ３＝モーメントＭ４であり、この状態
を維持するために必要な力Ｆ５は次の式で表わされる。
【００４５】
【数１】

【００４６】
　本実施例では、角度θ１が約６０°になる位置にバネ掛け部が配置されている。また、
距離ｒ１と距離ｒ２の比率は１：３の配置である。
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　この配置を上記式に当てはめると、離間作動部材１５が現像装置４を離間させるために
押す力Ｆ５は、次の式で表される。
【００４７】
【数２】

【００４８】
　このように、使用している加圧バネ５５の作動力に対して１／６まで小さくすることが
できる。
　ここで、式１からわかるように、角度θ１（θ１＜９０度）を大きくとった方が力Ｆ５
を小さくすることができる。また、支持軸１２５ａの中心とバネ掛け部４６ｄの中心を結
ぶ直線と、直線Ｄ２とのなす角をとった場合には、この角の大きさが９０度より小さく設
定されるとよく、この角の大きさが小さくなるほど、力Ｆ５を小さくすることができる。
　また、距離ｒ１よりも距離ｒ２をより長くすることでも、力Ｆ５を小さくすることがで
きることがわかる。また、支持軸１２５ａから現像ローラ４１の回転中心４１ｄまでの距
離よりも距離ｒ２をより長くすることでも、力Ｆ５を小さくすることができる。
　このようにして、感光ドラム１と現像ローラ４１の必要な当接力を与えつつ、現像装置
４を感光ドラム１から離間させるための力を小さくすることが可能となる。
【００４９】
　（変形例）
　以下に、変形例について説明する。ここでは、上述した実施例に対して異なる構成部分
について述べることとし、上述の実施例と同様の構成部分については、その説明を省略す
る。
　まず、上述した実施例に対して長丸穴４６ａの向きを変えた形態について、図１０を用
いて説明する。
　図１０には、直線Ｄ１に対する、長丸穴４６ａの向きが上述した実施例とは異なる形態
を示している。
【００５０】
　図１０に示す形態では、直線Ｄ１に対し、長丸穴４６ａの長手方向に延びる直線Ｄ８が
、水平線（水平方向）Ｈに対して傾いており、長丸穴４６ａのうち感光ドラム１に近い側
４６ｃが水平線Ｈに対して鉛直方向下方に角度θ２、傾くように構成されている。ここで
、図１０において、直線Ｄ１と直線Ｄ８とのなす角度をθ３とする。また、加圧バネ５５
は、直線Ｄ８と直線Ｄ１との間に配置されている。
　現像装置４は、現像装置４の重量ＭＤにより長丸穴４６ａにガイドされて、直線Ｄ８に
平行な方向に分力Ｆ６が生じる。
【００５１】
　そして、この分力Ｆ６は、現像ローラ４１と感光ドラム１の当接力Ｆ７の一部になる。
つまり、直線Ｄ８に平行な方向（スライド方向）に作用する現像装置４の自重の分力Ｆ６
が、現像ローラ４１を感光ドラム１に押し当てるように作用する。分力Ｆ６の大きさ、お
よび、分力Ｆ６から生じる当接力Ｆ７の大きさはそれぞれ次の式で表される。
Ｆ６＝ＭＤ×ｓｉｎθ２
Ｆ７＝Ｆ６×ｃｏｓθ３＝ＭＤ×ｓｉｎθ２×ｃｏｓθ３
【００５２】
　このように、長丸穴４６ａの角度θ２（θ３）を調整することで、現像ローラ４１と感
光ドラム１の当接力Ｆ７を調整することができる。これにより、加圧バネ５５の力を小さ
くしつつ必要な当接力を発生させることができる。さらには、加圧バネ５５の力を小さく
することができるので、離間させる時に必要な力も小さくすることができる。
【００５３】
　さらに別の変形例として、上述した実施例に対して加圧バネ５５の向きを変えた形態に
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ついて、図１１を用いて説明する。
　図１１には、直線Ｄ１に対する、加圧バネ５５の向き、すなわち、加圧バネ５５が掛け
られた２点を結ぶ直線Ｄ１１の向きが上述した実施例とは異なる形態を示している。加圧
バネ５５は、一端が現像装置４のバネ掛け部４６ｄに掛けられ、他端がバネ掛け部４６ｄ
から水平線Ｈに対して鉛直方向上方に角度θ５傾いた位置にあるバネ掛け部１２５ｃに掛
けられている。また、加圧バネ５５は、長丸穴４６ａの長手方向に延びる直線Ｄ９と、直
線Ｄ１との間に配置されている。
【００５４】
　この形態では、直線Ｄ１と直線Ｄ１１とがθ４の角度をなすように構成されている。こ
のことから、現像ローラ４１と感光ドラム１の当接力Ｆ９は、加圧バネ５５の加圧力であ
る力Ｆ８の分力になり次の式で表わされる。
Ｆ９＝Ｆ８×ｃｏｓθ４
　また、加圧バネ５５は鉛直上向きにも分力Ｆ１０を発生させ、次の式で表わされる。
Ｆ１０＝Ｆ８×ｓｉｎθ５
【００５５】
　現像装置４の重量が大きいとき、または図１１のように現像装置４の重心Ｇが支持軸１
２５ａと離れているとき、現像装置４は支持軸１２５ａを中心に矢印Ｄ１０方向へ回転す
る力を受ける。その力（支持軸回りのモーメント）は、重力（現像装置４の自重）による
ものであり、現像装置４が感光ドラム１と離れる方向へ作用する。上述の鉛直上向きの分
力Ｆ１０は、現像装置４の重量が大きいときや、支持軸１２５ａと現像装置４の重心が離
れているときに、現像装置４の重量を支えるように作用する。
　これにより、現像装置４が受ける重力を相殺して、感光ドラム１と現像ローラ４１との
当接をより確実に行うことができるようになる。
　ここで、現像装置４の重量が重いときには、現像装置４を支えている支持軸１２５ａと
長丸穴４６ａとの摩擦力が大きくなる。図１１の形態では、分力Ｆ１０が現像装置４の重
さを支えるように作用するため、支持軸１２５ａと長丸穴４６ａとの摩擦力を小さくして
、より効率良く当接力を与えることができる。このことで、分力Ｆ１０が作用していない
場合のように加圧バネ５５の力を大きくする必要が無くなる。
【００５６】
　上述した変形例においては、長丸穴４６ａの向きと加圧バネ５５の向きについて、それ
ぞれ説明したが、これらを組み合わせることもできる。長丸穴４６ａの向きと加圧バネ５
５の向きは、直線Ｄ１に対して９０°未満の角度差であればよい（直交するものでなけれ
ばよい）。現像装置の設計上の制約に合わせて適宜選択することができる。
【００５７】
　以上説明したように、本実施例では、現像装置４を支持する支持軸１２５ａがスライド
可能に設けられ、加圧バネ５５の加圧力が作用するバネ掛け部４６ｄが、直線Ｄ１と直線
Ｄ３との間の領域に配置されている。これにより、現像ローラ４１を感光ドラム１に押し
当てる力として、加圧バネ５５の加圧力を効率的に作用させることが可能となる。一方、
現像ローラ４１を感光ドラム１から離間させる際には、支持軸１２５ａを回転中心として
現像ローラ４１を回転させることができるので、離間に必要な力を小さく設定することが
可能となる。したがって、感光ドラム１と現像ローラ４１とが当接しているときには十分
な当接力を与えつつ、現像ローラ４１を感光ドラム１から離間させるための力をより小さ
くすることが可能となる。
　このように、現像装置４を感光ドラム１から離間させる力をより小さくすることができ
ることにより、画像形成装置１００の離間駆動部分の小型化および省電力化を実現し、コ
スト削減につなげることが可能となる。
　また、従来の構成では、感光ドラム１と現像ローラ４１とが離間状態から当接状態とな
る場合、現像ローラ４１が感光ドラム１に当接する際の衝撃音が大きくなることが懸念さ
れていた。本実施例においては、離間状態から当接状態へ向かう時の力を、従来の構成よ
りも小さくすることができるので、当接の際の衝撃による振動や音を、より抑えることが
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可能となる。
　また、図１の状態で、直線Ｄ１と直線Ｄ３とが略平行となるように配置されることで、
現像ローラ４１が感光ドラム１に対して略平行にスライド可能となる。このことで、感光
ドラム１と現像ローラ４１との間に所定の大きさ（本実施例ではＦ３）の力がかかったと
きに、その大きさの力を（力がロスすることなく）当接力（本実施例ではＦ１）とするこ
とができる。さらに、直線Ｄ１と直線Ｄ２とが略平行となることで、感光ドラム１と現像
ローラ４１とが当接する当接力として必要な力の向きと、加圧バネ５５が発生させる力（
加圧力）の向きとを略一致させることができる。これにより、より確実に（効率的に）当
接力を与えることが可能となる。
【符号の説明】
【００５８】
　１…感光ドラム、１ｃ…感光ドラム１の回転中心、４…現像装置、４１…現像ローラ、
４１ｄ…現像ローラ４１の回転中心、４６ａ…長丸穴、４６ｄ…バネ掛け部、４９ａ…支
持軸、５５…加圧バネ、１２０…プロセスカートリッジ、１２５ａ…支持軸、Ｄ１，Ｄ３
…直線

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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